
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所ニュース 3 月号で令和 3（2021）年度の健康保

険及び介護保険の保険料率についてお伝えしていま

すが、雇用保険の保険料率は昨年同様、据え置きと

なっています。 

各保険料率の動向を以下にまとめましたので、再度ご

確認ください。 

 

●雇用保険料 ※昨年度と変わらず 

 労働者 事業主 合計 

一般の事業 ０．３％ ０．６％ ０．９％ 

農林水産他 ０．４％ ０．７％ １．１％ 

建設業 ０．４％ ０．８％ １．２％ 

 

●健康保険料 ※3月分（4月納付分）から 

－協会けんぽ 保険料率（労使トータル）－ 

埼玉 ９．８０％（引き下げ） 

千葉 ９．７９％（引き上げ） 

東京 ９．８４％（引き下げ） 

神奈川 ９．９９％（引き上げ） 

 

●介護保険料 ※3月分（4月納付分）から 

 －協会けんぽ 保険料率（労使トータル）－ 

全国一律  １．80％ （40歳－64歳） 

 

なお、健康保険組合の保険料率は、組合ごとに異

なりますので、それぞれの健康保険組合にご確認下

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所ニュース 2 月号でもお伝えしましたが、緊

急事態宣言解除を受けた雇調金等の特例措置

の縮減が、3 月 25 日、厚生労働省から公表され

ました。 

①5 月、6 月の 2 か月間、原則的な措置を縮減する

とともに、②感染が拡大している地域・特に業況が

厳しい企業については特例を設け、7 月以降、雇用

情勢が大きく悪化しない限り、上記①原則的な措置、

②特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。 

 
（※１）5月・6月：まん延防止等重点措置実施地域で、知事の要

請を受け時短等に協力する事業主 （同措置解除月の翌月末

まで適用） 

（※2）生産指標が最近３か月の月平均で前（々）年同期比 30％

以上減少の全国の事業主 

なお、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必

要であるため、あくまで現時点での予定となります。 
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厚労省から雇調金等の特例措置の縮減

方針（予定）が公表されました 
令和 3（2021）年度 各保険料率の動向 



 

 

 

 

 

令和３年1月22日、総務省より、昨年の年平均の全国

消費者物価指数（生鮮食品を含む総合指数）の対前

年比変動率が0.0%となった旨発表されました。  

また、令和3(2021)年度の年金額改定に用いる「名目

手取り賃金変動率」は▲0.1%となりました。 

 

また、令和3(2021)年度は、賃金や物価による改定率

がマイナスの場合には、マクロ経済スライド(公的年金

被保険者の減少と平均寿命の伸びに基づいて、スラ

イド調整率が設定され、その分が賃金・物価の変動が

プラスとなる場合に改定率から控除するものです)によ

る調整は行わないこととされているため令和3(2021)年

度の年金額改定においては、マクロ経済スライドによ

る調整は行われません。なお、平成30年4月施行の新

ルールで、未調整分を翌年度以降に繰り越す仕組み

が導入されました。今年度のマクロ経済スライドの未

調整分（▲0.1%）は翌年度以降に繰り越されます。  

 

マイナス改定は平成29(2017)年度以来４年ぶりになり

ます。つまり、令和3(2021)年4月分から年金額は0.1%

減額され、4月分と5月分が6月15日(火)に支払われま

す。令和3(2021)年度の支給額は、自営業者やフリー

ランスが対象の国民年金が満額１人分で前年度比６６

円減の毎月６5,0７５円となり、年間年金額780,900円

になります。 

会社員らが加入する厚生年金が夫婦２人の標準世帯

の場合、228円減の毎月 220,496円となります。 

●令和３(2021)年度年金額  

 月額年金額 年金額 

国民年金-老齢基礎年

金 1 人分 

65,075 円 

(−66 円) 

  780,900 円 

厚生年金（夫婦 2 人分の老齢基礎

年金を含む標準的な年金額） 

220,496 円 

(−228 円) 

2,645,952 円  

※厚生年金は、夫が平均的収入（平均標準報酬 43.9万

円）で 40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦

であった世帯の給付水準です。 

 

 

 

人生 100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がそ

の能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場

を整備することが必要として、政府は様々な検討を 

重ねて令和３年４月から改正高年齢者雇用安定法が

施行されます。今までの６５歳までの雇用確保義務、

そして７０歳迄の就業確保の努力義務になります。 

 

対象は下記の①から⑤までのいずれかの措置を 

講じるよう努める必要があります。 

①  70歳までの定年引き上げ 

② 定年制の廃止 

③ 70歳までの継続雇用制度導入（再雇用制

度・勤務延長制度）の導入 

(子会社・関連会社での継続雇用を含む） 

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結す

る 

制度の導入 

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる

制度の導入 

A事業主が自ら実施する社会貢献事業 

  B 事業主が委託、出資(資金提供)等する 

団体が行う社会貢献事業 

上記の④・⑤については、過半数組合等の同意を 

得た上で創業支援等の実施に必要な措置について 

1. 計画を作成する。 

2. 過半数組合等の同意を得る。 

3. 計画を周知する。 

を行います。 

 

厚生年金の支給開始年齢は性別・生年月日により段

階的に遅くなり 65歳開始になりますが、これら現在 

の年金制度は、改正を検討しないこととしています。 

つまり、今回、70歳までの就業確保の努力義務が発生 

するものの、現時点では年金支給開始年齢の引上げ 

は行わないとの方針です。 

令和３年４月分から年金額０．１％引き下げ 令和３年４月から７０歳迄の就業確保の努力義務 


